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(57)【要約】
【課題】車両外部から充電を行なう際に補機バッテリの
劣化や過充電の可能性を低減させることが可能な車両を
提供する。
【解決手段】制御装置６０は、バッテリＢ１に外部から
充電を行なうことが可能なように車両と外部電源とが電
気的に結合されている際に、補充電期間においてＤＣ／
ＤＣコンバータ７２の出力目標電圧を補充電電圧に設定
して補機バッテリ８２の補充電を行ない、センサ８４に
よって補機バッテリ８２の状態に異常が検出された場合
には、補充電期間において補充電電圧とは異なる電圧を
ＤＣ／ＤＣコンバータ７２の出力目標電圧に設定する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部から充電可能に構成された蓄電装置と、
　前記蓄電装置から電力供給を受ける主負荷装置と、
　前記蓄電装置の電圧を変換する電圧変換器と、
　前記電圧変換器によって変換された電圧が供給される補機バッテリと、
　前記電圧変換器および前記補機バッテリから電源電圧の供給をうける電気負荷と、
　前記補機バッテリの状態を検出するセンサと、
　前記電圧変換器の制御を行なう制御装置とを備え、
　前記制御装置は、前記蓄電装置に外部から充電を行なうことが可能なように車両と外部
電源とが電気的に結合されている際に、補充電期間において前記電圧変換器の出力目標電
圧を補充電電圧に設定して前記補機バッテリの補充電を行ない、前記センサによって前記
補機バッテリの状態に異常が検出された場合には、前記補充電期間において前記補充電電
圧とは異なる電圧を前記電圧変換器の出力目標電圧に設定する、車両。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記補充電期間より前の時点であって前記蓄電装置に外部から充電が
実行される初期時において、前記センサで検出される前記補機バッテリの状態に関わらず
固定電圧を前記電圧変換器の出力目標電圧に設定する、請求項１に記載の車両。
【請求項３】
　前記センサは、
　前記補機バッテリの電圧を検出する電圧センサを含み、
　前記制御装置は、前記初期時よりも後かつ前記補充電期間の前の時点において前記電気
負荷の通常動作時の電源電圧よりも低い電圧を前記電圧変換器の出力目標電圧に設定し、
前記補機バッテリの電圧の低下の度合に基づいて前記補機バッテリの状態が異常か否かを
判断する、請求項２に記載の車両。
【請求項４】
　前記蓄電装置から電力供給を受ける空調装置をさらに備え、
　前記空調装置は、前記車両と前記外部電源とが電気的に結合されている際に、前記外部
電源から電力を受けて車両発進前の予備空調を行なうことが可能に構成され、
　前記制御装置は、前記予備空調実行中において前記センサによって前記補機バッテリの
電圧低下が検出された場合には、前記電圧変換器の目標電圧を前記補充電電圧よりも低い
電圧に設定する、請求項１～３のいずれか１項に記載の車両。
【請求項５】
　前記制御装置は、前記蓄電装置に外部から充電を行なう際に、前記電圧変換器の出力目
標電圧を強制的に固定値に設定する第１の期間と、前記電気負荷の通常動作時の電源電圧
よりも低い電圧を前記電圧変換器の出力目標電圧に設定して前記補機バッテリの異常を判
定する第２の期間と、前記補充電期間と、前記補充電期間経過後に前記補充電電圧よりも
低い電圧を前記電圧変換器の出力目標電圧に設定して前記補機バッテリの満充電を維持す
る満充電維持期間とを順番に設ける、請求項１に記載の車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両に関し、特に外部から充電可能に構成された蓄電装置を搭載する車両
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００７－２０９１６８号公報（特許文献１）は、外部電源により充電可能な蓄電
装置を搭載し、補機用蓄電装置の電圧が低下したときに、補機用ＤＣ／ＤＣコンバータを
起動して補機用蓄電装置の充電を行なう電動車両を開示する。
【特許文献１】特開２００７－２０９１６８号公報
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【特許文献２】特開２００５－２２９６６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　近年、ハイブリッド自動車においても、バッテリを外部から充電可能に構成することが
検討されている。しかし、充電時間中、車両システムを起動させておく必要が生じ、これ
に伴い、補機バッテリの充放電が行なわれる時間も増加し、補機バッテリの劣化や過充電
となる可能性が懸念される。
【０００４】
　この発明の目的は、車両外部から充電を行なう際に補機バッテリの劣化や過充電の可能
性を低減させることが可能な車両を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明は、要約すると、車両であって、外部から充電可能に構成された蓄電装置と、
蓄電装置から電力供給を受ける主負荷装置と、蓄電装置の電圧を変換する電圧変換器と、
電圧変換器によって変換された電圧が供給される補機バッテリと、電圧変換器および補機
バッテリから電源電圧の供給をうける電気負荷と、補機バッテリの状態を検出するセンサ
と、電圧変換器の制御を行なう制御装置とを備える。制御装置は、蓄電装置に外部から充
電を行なうことが可能なように車両と外部電源とが電気的に結合されている際に、補充電
期間において電圧変換器の出力目標電圧を補充電電圧に設定して補機バッテリの補充電を
行ない、センサによって補機バッテリの状態に異常が検出された場合には、補充電期間に
おいて補充電電圧とは異なる電圧を電圧変換器の出力目標電圧に設定する。
【０００６】
　好ましくは、制御装置は、補充電期間より前の時点であって蓄電装置に外部から充電が
実行される初期時において、センサで検出される補機バッテリの状態に関わらず固定電圧
を電圧変換器の出力目標電圧に設定する。
【０００７】
　より好ましくは、センサは、補機バッテリの電圧を検出する電圧センサを含む。制御装
置は、初期時よりも後かつ補充電期間の前の時点において電気負荷の通常動作時の電源電
圧よりも低い電圧を電圧変換器の出力目標電圧に設定し、補機バッテリの電圧の低下の度
合に基づいて補機バッテリの状態が異常か否かを判断する。
【０００８】
　好ましくは、蓄電装置から電力供給を受ける空調装置をさらに備える。空調装置は、車
両と外部電源とが電気的に結合されている際に、外部電源から電力を受けて車両発進前の
予備空調を行なうことが可能に構成される。制御装置は、予備空調実行中においてセンサ
によって補機バッテリの電圧低下が検出された場合には、電圧変換器の目標電圧を補充電
電圧よりも低い電圧に設定する。
【０００９】
　好ましくは、制御装置は、蓄電装置に外部から充電を行なう際に、電圧変換器の出力目
標電圧を強制的に固定値に設定する第１の期間と、電気負荷の通常動作時の電源電圧より
も低い電圧を電圧変換器の出力目標電圧に設定して補機バッテリの異常を判定する第２の
期間と、補充電期間と、補充電期間経過後に補充電電圧よりも低い電圧を電圧変換器の出
力目標電圧に設定して補機バッテリの満充電を維持する満充電維持期間とを順番に設ける
。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明によれば、外部からプラグイン充電を行なう際に、補機バッテリの劣化を抑制
するとともに、過充電となる可能性を低減させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
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　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一
または相当部分には同一の符号を付してその説明は繰返さない。
【００１２】
　図１は、本発明の実施の形態に係る車両１の構成を示すブロック図である。この車両１
は、車輪の駆動にモータとエンジンとを併用するハイブリッド自動車（Hybrid　Vehicle
）である。
【００１３】
　図１を参照して、車両１は、前輪２ＦＲ，２ＦＬと、後輪２ＲＲ，２ＲＬと、エンジン
４と、プラネタリギヤＰＧと、デファレンシャルギヤＤＧと、ギヤ５，６とを含む。
【００１４】
　車両１は、さらに、バッテリＢ１と、バッテリＢ１の出力する直流電力を昇圧する昇圧
ユニット１０と、昇圧ユニット１０との間で直流電力を授受するインバータ２０，３０と
を含む。
【００１５】
　車両１は、さらに、プラネタリギヤＰＧを介してエンジン４の機械的動力を受けて発電
を行なうモータジェネレータＭＧ１と、回転軸がプラネタリギヤＰＧに接続されるモータ
ジェネレータＭＧ２とを含む。インバータ２０，３０はモータジェネレータＭＧ１，ＭＧ
２に接続され交流電力と昇圧ユニット１０からの直流電力との変換を行なう。
【００１６】
　プラネタリギヤＰＧは、エンジン４とモータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２に結合されて
これらの間で動力を分配する動力分割機構として動作する。
【００１７】
　プラネタリギヤＰＧは、サンギヤと、リングギヤと、サンギヤおよびリングギヤの両方
に噛み合うピニオンギヤと、ピニオンギヤをサンギヤの周りに回転可能に支持するプラネ
タリキャリヤとを含む。プラネタリギヤＰＧは第１～第３の回転軸を有する。第１の回転
軸はエンジン４に接続されるプラネタリキャリヤの回転軸である。第２の回転軸はモータ
ジェネレータＭＧ１に接続されるサンギヤの回転軸である。第３の回転軸はモータジェネ
レータＭＧ２に接続されるリングギヤの回転軸である。
【００１８】
　この３つの回転軸がエンジン４、モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２の各回転軸にそれ
ぞれ接続される。たとえば、モータジェネレータＭＧ１のロータを中空としてその中心に
エンジン４のクランク軸を通すことで動力分配機構にエンジン４とモータジェネレータＭ
Ｇ１，ＭＧ２とを機械的に接続することができる。
【００１９】
　この第３の回転軸にはギヤ５が取付けられ、このギヤ５はギヤ６を駆動することにより
デファレンシャルギヤＤＧに機械的動力を伝達する。デファレンシャルギヤＤＧはギヤ６
から受ける機械的動力を前輪２ＦＲ，２ＦＬに伝達するとともに、ギヤ６，５を介して前
輪２ＦＲ，２ＦＬの回転力をプラネタリギヤＰＧの第３の回転軸に伝達する。
【００２０】
　プラネタリギヤＰＧは、３つの回転軸のうち２つの回転軸の回転に応じて、残る１つの
回転軸の回転を決定する。したがって、エンジン４を最も効率のよい領域で動作させつつ
、モータジェネレータＭＧ１の発電量を制御してモータジェネレータＭＧ２を駆動させる
ことにより車速の制御を行ない、全体としてエネルギ効率のよい自動車を実現している。
【００２１】
　なお、プラネタリギヤＰＧの内部にモータジェネレータＭＧ２の回転軸に対する減速機
をさらに組み込んでもよい。
【００２２】
　昇圧ユニット１０はバッテリＢ１から受ける直流電圧を昇圧し、その昇圧された直流電
圧をインバータ２０，３０に供給する。インバータ２０は、供給された直流電圧を交流電
圧に変換してエンジン始動時にはモータジェネレータＭＧ１を駆動制御する。また、エン



(5) JP 2010-141950 A 2010.6.24

10

20

30

40

50

ジン始動後にはモータジェネレータＭＧ１が発電した交流電力は、インバータ２０によっ
て直流に変換されて、昇圧ユニット１０によってバッテリＢ１の充電に適切な電圧に変換
されバッテリＢ１が充電される。
【００２３】
　また、インバータ３０はモータジェネレータＭＧ２を駆動する。モータジェネレータＭ
Ｇ２は単独で、またはエンジン４を補助して、前輪２ＦＲ，２ＦＬを駆動する。制動時に
は、モータジェネレータＭＧ２は回生運転を行ない、車輪の回転エネルギを電気エネルギ
に変換する。得られた電気エネルギは、インバータ３０および昇圧ユニット１０を経由し
てバッテリＢ１に戻される。
【００２４】
　昇圧ユニット１０とバッテリＢ１との間にはシステムメインリレーＳＲ１，ＳＲ２が設
けられ車両非運転時には高電圧が遮断される。
【００２５】
　車両１は、さらに、車速を検知する車速センサ８と、運転者からの加速要求指示を受け
る入力部でありアクセルペダルの位置を検知するアクセルセンサ９と、バッテリＢ１に取
付けられる電圧センサ７０と、アクセルセンサ９からのアクセル開度Ａｃｃおよび電圧セ
ンサ７０からの電圧ＶＢに応じてエンジン４、インバータ２０，３０および昇圧ユニット
１０を制御する制御装置６０とを含む。電圧センサ７０は、バッテリＢ１の電圧ＶＢを検
知して制御装置６０に送信する。
【００２６】
　車両１は、さらに、外部電源１００から延びる充電ケーブル１０２の先に設けられたプ
ラグ１０４を接続するための接続部１６と、接続部１６を経由して外部電源１００から交
流電力を受ける充電器１２とをさらに含む。充電器１２は、バッテリＢ１に接続されてお
り、充電用の直流電力をバッテリＢ１に対して供給する。
【００２７】
　ここで、制御装置６０は、イグニッションスイッチ（またはイグニッションキー）から
の信号ＩＧおよびバッテリＢ１の充電状態ＳＯＣに基づいて、車外から与えられる交流電
圧からバッテリＢ１に対する充電が行なわれるように図１の充電器１２を制御する。
【００２８】
　すなわち、制御装置６０は、車両が駐車状態で信号ＩＧがオフでありかつ接続部１６に
外部から電圧が与えられているときは、バッテリＢ１の充電状態ＳＯＣに基づいて充電可
能かを判断し、充電可能と判断したときは、充電器１２を駆動する。一方、制御装置６０
は、バッテリＢ１がほぼ満充電状態であり、充電可能でないと判断したときは、接続部１
６に外部から電圧が与えられていても充電器１２を停止させる。
【００２９】
　車両１は、さらに、バッテリＢ１または充電器１２から電力を受けて車室を空調するエ
アコン１１を含む。昇圧ユニット１０とシステムメインリレーＳＲ１，ＳＲ２との間には
エアコン１１が接続される。エアコンの電源電圧は、バッテリＢ１または充電器１２から
供給され、もしくはエンジンの動力により発電された電力を使用して昇圧ユニットから供
給される。
【００３０】
　エアコン１１は、車両が走行中においては、バッテリＢ１から電力を受けて作動する。
一方、車両１が外部電源１００に充電ケーブル１０２によって接続されているときであっ
て車両の発進前に予備空調を行なうときには、エアコン１１は、充電器１２を経由して外
部電源１００から電力を受けて作動する。このような空調をプレ空調と呼ぶ。
【００３１】
　図２は、車両１の補機である電気負荷を駆動する構成を説明するための図である。
　図２を参照して、車両１は、図１に示した構成に加えて、さらに、ＤＣ／ＤＣコンバー
タ７２と、リレーボックス７４と、ヒュージブルリンク７６と、補機バッテリ８２と、補
機バッテリの状態を検出するセンサ８４と、テールランプ、エアコンブロア、エンジン冷
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却装置および電池冷却装置などを含む電気負荷７８とを含む。
【００３２】
　制御装置６０は、ＤＣ／ＤＣコンバータ７２に対して発電電圧（出力電圧の目標値）を
指示する。ＤＣ／ＤＣコンバータ７２は、バッテリＢ１の電圧を変換して電気負荷７８お
よび補機バッテリ８２に出力する。
【００３３】
　補機バッテリ８２および電気負荷７８はヒュージブルリンク７６によってＤＣ／ＤＣコ
ンバータ７２に接続される。ヒュージブルリンク７６とＤＣ／ＤＣコンバータ７２の間に
はリレーボックス７４が配置される。
【００３４】
　センサ８４からは補機バッテリ８２の温度が制御装置６０に向かって与えられる。また
、接続部１６が商用電源の交流１００Ｖに接続され充電器１２によってバッテリＢ１が充
電可能になっている。なお、接続部１６は、図１に示すようにプラグが挿入されるもので
あってもよく、図２に示すように外部の電源差込口に差し込むプラグのようなものでも良
い。充電器１２からはプラグイン充電が実施されているか否かのプラグイン作動情報ＩＧ
Ｐが制御装置６０に送信されている。
【００３５】
　図３は、図２に示したＤＣ／ＤＣコンバータ７２の出力電圧の目標値の状態遷移を示し
た遷移図である。
【００３６】
　図３を参照して、初期状態ＳＴ１ではＤＣ／ＤＣコンバータ７２の目標出力電圧は、例
えば１４Ｖである。また初期状態から矢印Ａ３に示す遷移によって移動する強制出力モー
ドＳＴ２においてはやはり目標出力電圧は例えば１４Ｖに設定される。強制出力モードＳ
Ｔ２において車両がＲＥＡＤＹＯＦＦ、またはシフトレンジがＰレンジ（パーキングレン
ジ）に設定される、またはエンジン水温＜－１０℃のいずれかが成立すると矢印Ａ５に示
す遷移が起こり、極低温出力モードＳＴ３に遷移する。このモードでは、極低温における
始動性が改善される。このときＤＣ／ＤＣコンバータの目標出力電圧は例えば１０．５Ｖ
に設定される。ＲＥＡＤＹＯＮ、かつ、シフトレンジがパーキングレンジ以外、かつ、エ
ンジンが完爆状態となると、矢印Ａ４に示すように極低温出力モードＳＴ３から強制出力
モードＳＴ２への遷移が発生する。
【００３７】
　強制出力モードＳＴ２において電気負荷がオフ状態、かつ、長期放置でない（エンジン
始動後）、かつ、エンジン水温が＋１０℃以上かつ＋５０℃以下の条件が成立すると、矢
印Ａ６に示すように燃費改善モードＳＴ４への遷移が発生する。燃費改善モードでは、Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータ７２の目標出力電圧は例えば１３．５Ｖに設定される。
【００３８】
　矢印Ａ７に示すように、電気負荷がオン状態またはエンジン始動後の長期放置である、
またはエンジン水温が＋１０℃より小もしくは＋５０℃より大が成立すると強制出力モー
ドＳＴ２から通常制御モードＳＴ５に状態が遷移する。通常制御モードでは、ＤＣ／ＤＣ
コンバータ７２の目標出力電圧は例えば１３．５～１５．０Ｖの間で温度相関マップを使
用して設定される。これは、補機バッテリの温度に応じてＤＣ／ＤＣコンバータ７２の目
標出力電圧を変化させるものであり、このバッテリ温度と目標出力電圧の対応は予め定め
られた温度相関マップによって決定される。
【００３９】
　矢印Ａ８に示すように、電気負荷がオン状態またはエンジン水温が＋１０℃より小また
は＋５０℃より大である条件が成立すると、燃費改善モードＳＴ４から通常制御モードＳ
Ｔ５への遷移が発生する。また矢印Ａ９に示すように、電気負荷がオフ状態かつエンジン
水温が＋１０℃以上かつ＋５０℃以下という条件が成立すると、通常制御モードＳＴ５か
ら燃費改善モードＳＴ４への遷移が発生する。
【００４０】
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　以上が走行中に発生する遷移である。
　次にプラグイン充電を行なう場合の状態遷移について説明する。矢印Ａ２に示すように
、図２の充電器１２からプラグイン作動情報ＩＧＰが制御装置６０に与えられると、初期
状態ＳＴ１からプラグイン充電モードＳＴ６への遷移が行なわれる。これは、バッテリＢ
１に充電が行なわれているときに限らず、商用電源から、充電器１２を介して図１のエア
コン１１に電力が供給されプレ空調が行なわれるプレ空調モードをも含む。
【００４１】
　また矢印Ａ１に示すように、充電器１２からプラグイン作動情報ＩＧＰの送信が停止さ
れると、プラグイン充電モードＳＴ６から初期状態ＳＴ１への遷移が発生する。
【００４２】
　ここで、プラグイン充電実施時において補機バッテリ８２にはプラグイン充電を行なわ
ない従来型のハイブリッド車両と比べるといくつか注意しなければならない点がある。
【００４３】
　まず第１には、補機バッテリの短寿命化である。プラグイン充電機能が作動することに
よってユーザが乗車している期間以外に、ユーザが乗車していない期間も車両停止システ
ム、たとえばバッテリＢ１を充電するための制御を行なう特定のＥＣＵなどが作動する。
電子車両システムの作動頻度が増加すると、補機バッテリの充放電頻度が増加して補機バ
ッテリ寿命が低下する懸念がある。その理由を述べると、プラグイン充電機能が作動する
期間は、１２Ｖ系システムを起動させる必要があり、ＤＣ／ＤＣコンバータ７２が作動す
るために補機バッテリへ充放電電流が流れ込み充放電頻度が増加するからである。補機バ
ッテリへの充放電頻度を低減させるためには、ＤＣ／ＤＣコンバータ７２が出力する補機
バッテリ充電電圧をコントロールし、不要な場合は補機バッテリへ充電しないように、充
電電圧をバランスさせる制御を織り込む必要がある。
【００４４】
　第２には、補機バッテリの過充電の懸念があることである。プラグイン充電機能が作動
することにより、補機バッテリの充放電頻度が増加して、補機バッテリが早期に故障（セ
ルショート）することが懸念される。補機バッテリが故障（セルショート）した場合、Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータ７２によって補機バッテリ８２が過剰に充電されることによりバッテ
リ寿命がさらに低下する。
【００４５】
　プラグイン充電機能が作動する期間、補機バッテリ８２が故障（セルショート）してい
る場合には、ＤＣ／ＤＣコンバータ７２の出力を一定にしておくと、補機バッテリは過剰
に充電されてしまう。補機バッテリの過充電を抑制するためには、補機バッテリ８２の充
電電圧をコントロールし、不必要な場合に補機バッテリへ充電しないように充電電圧をバ
ランスさせる制御を織り込む必要がある。
【００４６】
　第３には、補機バッテリ上がりの問題が懸念される。車両を起動せずに放置している時
間が長い場合や、起動時間が短い場合（ショートトリップ）による充電不足の状態が継続
すると、補機バッテリの残容量が不足する。車両の制御装置６０などの各種のＥＣＵは、
補機バッテリから電源電圧の供給を受けるため、補機バッテリの残容量が低下すると、車
両を始動させることができなくなる。したがって、補機バッテリ８２の残容量の低下を回
復させるためには、プラグイン充電機能が作動する期間においても補機バッテリ８２の充
電電圧をコントロールし、補機バッテリの残容量を回復する制御を織り込む必要がある。
【００４７】
　したがって、以下に説明するような制御を行なうことにより、補機バッテリの劣化や寿
命の低下を防止する。
【００４８】
　図４は、制御装置６０が実行するプラグイン充電時のＤＣ／ＤＣコンバータの制御を説
明するためのフローチャートである。
【００４９】
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　図４を参照して、まず処理が開始されると、制御装置６０は、ステップＳ１においてプ
ラグイン充電開始の指示があるか否かを判断する。たとえば、図１においてプラグ１０４
が接続部１６に接続されたか否かによってプラグイン充電の開始指示があるか否かを判断
する。ステップＳ１においてプラグイン充電の開始の指示があると判断された場合には、
ステップＳ２に処理が進む。一方、ステップＳ１においてプラグイン充電の開始指示がな
いと判断された場合にはステップＳ１１に処理が進み処理は終了する。
【００５０】
　ステップＳ２においては、補機バッテリ８２の状態がセンサ８４によって検出される。
センサ８４は、たとえば温度センサや電圧センサ、電流センサを含む。これらの電流、電
圧および温度をバッテリの状態として検出する。
【００５１】
　続いてステップＳ３においては補機バッテリ８２の残容量を回復するために、固定電圧
で強制充電が所定の時間実行される。続いてステップＳ４において補機バッテリの電圧低
下を検出する処理が実行される。この電圧低下検出処理については後にさらに詳しく説明
する。
【００５２】
　ステップＳ５において電圧低下検出処理の結果、補機バッテリ８２の電圧低下を検出し
たか否かが判断される。たとえば、セルショートなどの故障が発生した場合には電圧低下
が検出される。ステップＳ５において電圧低下が検出された場合には、ステップＳ６にお
いて過充電抑制のための電圧設定が実行される。ステップＳ５において電圧低下が検出さ
れなかった場合やステップＳ６において過充電抑制のための電圧の設定が終了した場合に
は、ステップＳ７において補充電処理が実行される。そしてさらにステップＳ８において
補機バッテリ８２が満充電となったか否かが判断される。ステップＳ８において満充電に
なっていなければ、時間の許す限りステップＳ７に処理が戻り補充電が継続される。一方
ステップＳ８において満充電であることが検出されたら、ステップＳ９に処理が進み、満
充電維持のためのＤＣ／ＤＣコンバータ７２の目標出力電圧の設定が実行される。
【００５３】
　続いてステップＳ１０において充電終了条件が成立したか否かが判断される。充電終了
条件は、たとえば、所定の充電時間が経過したことなどで判断される。また、プラグが強
制的に外部電源から外されたような場合も充電終了条件が成立する。充電終了条件が成立
しない場合には、ステップＳ４に処理が戻り、電圧低下検出処理から補充電および満充電
維持のサイクルが繰返される。一方充電終了条件がステップＳ１０において成立すると、
ステップＳ１１に処理が進み、処理が終了となる。
【００５４】
　図５は、図４のフローチャートに従って処理が実行された場合の動作の一例を説明する
ための動作波形図である。
【００５５】
　図５を参照して、上から順に、波形Ｗ１～Ｗ７が示される。波形Ｗ１は、制御装置６０
が検出するＤＣ／ＤＣコンバータ７２の出力電圧（図２のリレーボックス７４とヒュージ
ブルリンク７６の間の電圧）を示す。波形Ｗ２は、発電指示電圧（ＤＣ／ＤＣコンバータ
７２の目標出力電圧）を示す。波形Ｗ３は、プラグイン充電の作動のオンオフを示す。こ
れは、たとえばプラグ１０４が接続部１６に接続されたか否かでオン／オフが切換えられ
る。波形Ｗ４は、制御装置（パワーマネジメントＥＣＵ）の起動状態を示す。波形Ｗ５は
、補機バッテリの満充電検出が行なわれる期間を示す。
【００５６】
　波形Ｗ６は、バッテリの電圧低下が発生したときに検出している状態を示す。波形Ｗ７
は、電圧低下検出処理が実行されるインターバルを示す。そして波形Ｗ７の下には、順に
実行される処理内容が示されている。
【００５７】
　以下順に波形の動作を説明する。まず時刻ｔ１において、車両が外部電源に接続される
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ことによりプラグイン作動状態を示す波形が活性化される。続いてこれに応じて波形Ｗ４
に示すように制御装置６０が時刻ｔ２で起動する。
【００５８】
　続いて、時刻ｔ３においては、制御装置６０がＤＣ／ＤＣコンバータ７２に対して初期
充電を行なう。この初期充電は、補機バッテリの残存容量の回復に有効である。このとき
にＤＣ／ＤＣコンバータ７２の目標出力電圧として設定される値は固定値であり、強制的
に設定されるものである。時刻ｔ３～ｔ４の間の設定電圧ＶＣ１は、たとえば、１４．０
Ｖの固定値である。
【００５９】
　続いて時刻ｔ４～ｔ８においては、電圧低下検出処理が実行される。電圧低下検出処理
は、たとえば、１０分間の長さにわたって行なわれる。目標出力電圧はＶＣ１からＶＣ３
に徐々に低下する。
【００６０】
　電圧ＶＣ３は、補機バッテリに接続されている電気負荷の通常の電源電圧よりも低い電
圧である。このような電圧を補機バッテリに与えることにより、セル間ショートなどが発
生している場合とそうでない場合とで電圧の差が大きく表われる。たとえばポイントＰ２
に示すように、波形Ｗ１で示される検出された電圧が電圧ＶＣ３よりも低下すると、この
履歴が保持される。そして後に時刻ｔ１７以降で繰返される電圧低下検出処理においても
再びこのような低下が検出されると、補機バッテリの異常の発生が確定する。時刻ｔ６～
ｔ８で設定される目標電圧は、たとえば、１１．５Ｖである。
【００６１】
　なお、このような低い電圧は、走行中には電気負荷の動作に影響する恐れがあるので与
えることは好ましくない。したがって、ごく一部の電気負荷しかアクティブにされていな
いプラグイン充電中に限り、補機バッテリの診断をするためにこのような低い電圧を目標
電圧に設定する。
【００６２】
　続いて時刻ｔ８～ｔ１３においては、処理内容としては補充電が行なわれる。補充電で
は、たとえば１３．５～１５．０Ｖの間で補機バッテリの温度に応じて補正が施された補
充電電圧が印加される。ポイントＰ３において波形Ｗ１で示される検出電圧が所定のしき
い値を超えたことに応じて補機バッテリが満充電に達したことが判定される。
【００６３】
　そして波形Ｗ５に示すように時刻ｔ３以降満充電維持のための処理が行なわれる。時刻
ｔ１４～ｔ１７において、補充電電圧よりもやや低い電圧、たとえば１２．５～１３．５
Ｖが目標電圧として設定される。このように補充電電圧よりも電圧を下げて補機バッテリ
に充電も放電も生じないように電圧をバランスさせることにより、補機バッテリの寿命を
延ばすことができる。
【００６４】
　以上説明したように、基本的には最初に時刻ｔ３～ｔ４の強制設定処理が実行され、続
いて時刻ｔ４～ｔ８の電圧低下検出処理が実行され、さらに時刻ｔ８～ｔ１３の補充電処
理が実行され、最後に時刻ｔ１３～ｔ１７の満充電維持処理が実行されるようにすればよ
い。ただし、電圧低下検出処理で検出した補機バッテリのセルショートなどの異常の検出
精度を上げ誤検出を避けるために、時刻ｔ１７～ｔ２１に示すように繰返して電圧低下検
出処理を行って、連続して補機バッテリの電圧低下が検出された場合に補機バッテリの故
障発生を確定させるようにするとさらに良い。そのような場合には、さらに補充電および
満充電維持処理が連続して実行される。なお図５に示した波形では、時刻ｔ２４において
充電時間が終了しＤＣ／ＤＣコンバータの出力目標設定値が０になっている。
【００６５】
　図６は、図５の波形において電圧低下検出処理の詳細を説明するための波形図である。
　図６の波形Ｗ１～Ｗ４は図５と同様であるので説明は繰返さない。波形Ｗ１１は、プラ
グインＯＮ後（パワーマネジメントＥＣＵが起動してから）の経過時間を測定するカウン
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タの値を示したものである。波形Ｗ１２は、初期充電中であることを示すフラグを示した
ものである。
【００６６】
　波形Ｗ１３は、バッテリ電圧低下検出処理の処理時間の経過を示すカウンタの値を示し
たものである。波形Ｗ１４は、バッテリ電圧低下検出中を示すフラグを示したものである
。波形Ｗ１５は、バッテリ電圧低下を検出してからの時間の経過を示したカウンタの値を
示したものである。波形Ｗ１６は、バッテリの電圧低下を検出したことを示すフラグを示
したものである。
【００６７】
　図１，２における制御装置６０としては、コンピュータを内蔵するＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）を使用することができる。内蔵されたコンピュ
ータは、周知であるように、所定のクロック周波数で動作しカウンタを使用して時間を計
測する機能を有する。波形Ｗ１１，Ｗ１３，Ｗ１５は、カウンタの計数値が目標時間まで
カウントアップされる様子と目標時間をカウントアップした後に、あるタイミングでリセ
ットされる様子を示している。
【００６８】
　時刻ｔ２において、波形Ｗ１２に示す初期充電中フラグの立上がりと同時に波形Ｗ１１
に示すプラグインオン後経過時間を示すカウンタがカウントを開始する。たとえば１２０
秒後にこのカウンタがカウントを完了することにより、初期充電中フラグがオン状態から
オフ状態に変化する。
【００６９】
　そしてそれに応じて波形Ｗ１４に示すバッテリ電圧低下検出中フラグがオフ状態からオ
ン状態に変化するとともに、バッテリ電圧低下検出処理の経過時間カウンタが波形Ｗ１３
に示すようにカウントアップを開始する。たとえばこのカウント時間は６００秒である。
【００７０】
　そして時刻ｔ８において、６００秒が経過すると波形Ｗ１４に示すフラグがオン状態か
らオフ状態に変化する。この間に、時刻ｔ６とｔ７の間において制御装置６０が検出した
電圧が波形Ｗ１のうちの下側に分岐した線に示すように所定のしきい値に達したとする。
これに応じて波形Ｗ１５に示すカウンタがカウントアップを開始し、たとえば１０秒間が
経過すると波形Ｗ１６に示したバッテリ電圧低下フラグがオフ状態からオン状態に変化す
る。そして時刻ｔ８において、波形Ｗ１３に示したカウンタのカウントアップが完了する
ことに応じて波形Ｗ１４，Ｗ１５，Ｗ１６がオフ状態または０に戻される。
【００７１】
　図７は、満充電検出処理時の詳細を説明するための動作波形図である。
　図７における波形Ｗ１～Ｗ４およびＷ１１、Ｗ１２は図６と同様であるので説明は繰返
さない。図６の波形Ｗ１３に示したカウンタで計測されていた電圧低下検出処理の終了に
応じて、図７の時刻ｔ８において補充電中フラグが波形Ｗ２２に示すようにオフ状態から
オン状態に変化し、波形Ｗ２１に示すように補充電中経過時間カウンタがカウントアップ
を開始する。このカウンタのカウントアップ時間は、たとえば３６００秒である。
【００７２】
　時刻ｔ１１とｔ１２の間において、波形Ｗ１に示す検出電圧がしきい値を超えると、バ
ッテリ満充電経過時間カウンタがカウントアップを開始する。しきい値は、たとえば、Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータ７２の発電指示電圧（目標出力電圧値）から所定値を引いた値に設定
される。バッテリ満充電経過カウンタのカウントアップ時間はたとえば３００秒である。
【００７３】
　そしてこのカウントアップが完了すると、時刻ｔ１３においてバッテリ満充電完了フラ
グがオフ状態からオン状態に変化する。そして波形Ｗ２１に示したカウンタのカウントア
ップが完了すると、補充電フラグが波形Ｗ２２に示すようにオン状態からオフ状態に変化
するとともに、波形Ｗ２３に示したカウンタがリセットされかつ波形Ｗ２４に示したバッ
テリ満充電完了フラグもオン状態からオフ状態にリセットされる。
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【００７４】
　以上説明したように、本実施の形態においては制御装置６０が、プラグイン充電期間中
に周期的にＤＣ／ＤＣコンバータ７２の目標出力電圧値を変化させる。これにより、補機
バッテリの残容量の回復、故障の検出および満充電維持時の充放電の抑制が図られる。し
たがって、プラグイン充電を行なった場合において補機バッテリの寿命を著しく短縮する
ことを避けることができる。
【００７５】
　なお、プラグイン充電を実行する場合でなくても、外部電源に車両を接続してプレ空調
を行なう場合にも、同様に周期的にＤＣ／ＤＣコンバータ７２の目標出力電圧値を変化さ
せる制御を行なうことにより、補機バッテリの残容量の回復、故障の検出および満充電維
持時の充放電の抑制が図られ、同様な効果が期待できる。
【００７６】
　［変形例］
　図８は、図２に示した構成の変形例を示した図である。
【００７７】
　図８を参照して、この変形例においては、図２に示した構成に加えて、太陽電池２０４
と、ＤＣ／ＤＣコンバータ２０２とがさらに設けられる。この変形例においては、フェー
ルセーフ機能が追加されている。これは、プラグイン充電中に、補機バッテリが故障した
際には、太陽電池２０４により車両の自立起動を可能にするものである。
【００７８】
　補機バッテリ８２に故障が生じた場合であっても、太陽電池２０４の電圧がＤＣ／ＤＣ
コンバータ２０２を経由して制御装置６０の電源電圧として供給され、車両の起動処理を
実行できるようになる。また、高圧バッテリＢ１を分圧し、ＤＣ／ＤＣコンバータ２０２
を介して１２Ｖを制御装置６０の電源電圧として供給しても車両を起動することが可能と
なる。これにより、一定期間の走行、たとえばディーラーへの搬送時等の退避走行が可能
となる。
【００７９】
　さらに、プラグイン充電中には、電圧低下検出処理において補機バッテリの故障を検出
した時には、リモートサービス機能を利用してユーザへお知らせすることもさらに好まし
い。プラグイン充電中には運転者は車両から離れている場合が多いので、例えば無線など
で運転者が所持する車両キーや自宅の情報端末などにバッテリの故障発生したことを自動
的に通知するなど、補機バッテリの故障時にはユーザに報知するような機能を設けること
により、補機バッテリの迅速な補給をアナウンスすることができる。
【００８０】
　最後に、再び図１、２等を参照して、本願実施の形態について総括する。本実施の形態
の車両１は、外部から充電可能に構成された蓄電装置であるバッテリＢ１と、バッテリＢ
１から電力供給を受ける主負荷装置（インバータ２０，３０など）と、バッテリＢ１の電
圧を変換するＤＣ／ＤＣコンバータ７２と、ＤＣ／ＤＣコンバータ７２によって変換され
た電圧が供給される補機バッテリ８２と、ＤＣ／ＤＣコンバータ７２および補機バッテリ
８２から電源電圧の供給をうける電気負荷７８と、補機バッテリ８２の状態を検出するセ
ンサ８４と、ＤＣ／ＤＣコンバータ７２の制御を行なう制御装置６０とを備える。図５～
図７に示すように、制御装置６０は、バッテリＢ１に外部から充電を行なうことが可能な
ように車両と外部電源とが電気的に結合されている際に、補充電期間においてＤＣ／ＤＣ
コンバータ７２の出力目標電圧を補充電電圧（ＶＣ１）に設定して補機バッテリ８２の補
充電を行ない、センサ８４によって補機バッテリ８２の状態に異常が検出された場合には
、補充電期間において補充電電圧（可変に設定されるＶＣ１）とは異なる電圧（たとえば
１１．５Ｖ）をＤＣ／ＤＣコンバータ７２の出力目標電圧に設定する。
【００８１】
　好ましくは、制御装置６０は、補充電期間より前の時点であってバッテリＢ１に外部か
ら充電が実行される初期時Ｐ１において、センサ８４で検出される補機バッテリ８２の状
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態に関わらず固定電圧（固定されたＶＣ１）をＤＣ／ＤＣコンバータ７２の出力目標電圧
に設定する。
【００８２】
　より好ましくは、センサ８４は、補機バッテリ８２の電圧を検出する電圧センサを含む
。制御装置６０は、初期時Ｐ１よりも後かつ補充電期間の前の時点Ｐ２において電気負荷
７８の通常動作時の電源電圧よりも低い電圧（ＶＣ３）をＤＣ／ＤＣコンバータ７２の出
力目標電圧に設定し、補機バッテリ８２の電圧の低下の度合に基づいて補機バッテリ８２
の状態が異常か否かを判断する。
【００８３】
　好ましくは、バッテリＢ１から電力供給を受けるエアコン１１やヒータなどをさらに備
える。エアコン１１やヒータなどは、車両と外部電源とが電気的に結合されている際に、
外部電源から電力を受けて車両発進前の予備空調を行なうことが可能に構成される。制御
装置６０は、予備空調実行中においてセンサ８４によって補機バッテリ８２の電圧低下が
検出された場合には、ＤＣ／ＤＣコンバータ７２の目標電圧を補充電電圧よりも低い電圧
に設定する。
【００８４】
　好ましくは、制御装置６０は、バッテリＢ１に外部から充電を行なう際に、ＤＣ／ＤＣ
コンバータ７２の出力目標電圧を強制的に固定値に設定する第１の期間（時刻ｔ３～ｔ４
）と、電気負荷７８の通常動作時の電源電圧（例えば１２～１４Ｖ）よりも低い電圧（Ｖ
Ｃ３）をＤＣ／ＤＣコンバータ７２の出力目標電圧に設定して補機バッテリ８２の異常を
判定する第２の期間（時刻ｔ６～ｔ８）と、補充電期間（時刻ｔ８～ｔ１２）と、補充電
期間経過後に補充電電圧よりも低い電圧（ＶＣ２）をＤＣ／ＤＣコンバータ７２の出力目
標電圧に設定して補機バッテリ８２の満充電を維持する満充電維持期間（時刻ｔ１４～ｔ
１７）とを順番に設ける。
【００８５】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明の実施の形態に係る車両１の構成を示すブロック図である。
【図２】車両１の補機である電気負荷を駆動する構成を説明するための図である。
【図３】図２に示したＤＣ／ＤＣコンバータ７２の出力電圧の目標値の状態遷移を示した
遷移図である。
【図４】制御装置６０が実行するプラグイン充電時のＤＣ／ＤＣコンバータの制御を説明
するためのフローチャートである。
【図５】図４のフローチャートに従って処理が実行された場合の動作の一例を説明するた
めの動作波形図である。
【図６】図５の波形において電圧低下検出処理の詳細を説明するための波形図である。
【図７】満充電検出処理時の詳細を説明するための動作波形図である。
【図８】図２に示した構成の変形例を示した図である。
【符号の説明】
【００８７】
　１　車両、２ＦＲ，２ＦＬ　前輪、２ＲＲ，２ＲＬ　後輪、４　エンジン、５，６　ギ
ヤ、８　車速センサ、９　アクセルセンサ、１０　昇圧ユニット、１１　エアコン、１２
　充電器、１６　接続部、２０，３０　インバータ、６０　制御装置、７０　電圧センサ
、７２，２０２　ＤＣ／ＤＣコンバータ、７４　リレーボックス、７６　ヒュージブルリ
ンク、７８　電気負荷、８２　補機バッテリ、８４　センサ、１００　外部電源、１０２
　充電ケーブル、１０４　プラグ、２０４　太陽電池、Ｂ１　バッテリ、ＭＧ１，ＭＧ２
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　モータジェネレータ、ＰＧ　プラネタリギヤ、ＳＲ１，ＳＲ２　システムメインリレー
。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(15) JP 2010-141950 A 2010.6.24
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